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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和1年10月17日(2019.10.17)

【公開番号】特開2018-43446(P2018-43446A)
【公開日】平成30年3月22日(2018.3.22)
【年通号数】公開・登録公報2018-011
【出願番号】特願2016-181025(P2016-181025)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｍ   3/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｍ    3/06     　　　Ｆ
   Ｂ４１Ｍ    3/06     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月30日(2019.8.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に２次元パターンとして形成され、吸収した光を熱に変換して放出する光熱変換
層と、
　所定の温度以上の熱が加えられることにより膨張する熱膨張層と、を備え、
　前記光熱変換層は、前記熱膨張層に被覆されるように、前記熱膨張層内の所定の位置に
形成されていることを特徴とする立体画像形成シート。
【請求項２】
　基材上に２次元パターンとして形成され、吸収した光を熱に変換して放出する光熱変換
層と、
　所定の温度以上の熱が加えられることにより膨張する熱膨張層と、を備え、
　前記光熱変換層は、当該光熱変換層が放出する熱により前記熱膨張層を膨張させること
で、前記熱膨張層の表面を前記２次元パターンに対応させて隆起させることが可能なよう
に、前記熱膨張層に被覆されていることを特徴とする立体画像形成シート。
【請求項３】
　前記光熱変換層は、前記基材と前記熱膨張層の界面に形成されていることを特徴とする
請求項２に記載の立体画像形成シート。
【請求項４】
　前記光熱変換層は、前記熱膨張層内の所定の位置に形成されていることを特徴とする請
求項２に記載の立体画像形成シート。
【請求項５】
　前記熱膨張層における前記光熱変換層の上側部分の厚さは、前記熱膨張層の膨張前にお
いて前記光を上から前記光熱変換層に到達させる程度であり、かつ、前記熱膨張層の膨張
後において前記光熱変換層を上から視認できない程度であることを特徴とする請求項１ま
たは請求項４に記載の立体画像形成シート。
【請求項６】
　第１基材と、
　前記第１基材上に積層された第２基材と、
　前記第１基材と前記第２基材の間に２次元パターンとして形成され、吸収した光を熱に
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変換して放出する光熱変換層と、
　前記第２基材上に形成された、所定の温度以上の熱が加えられることにより膨張する熱
膨張層と、を備え、
　前記第１基材は前記光を透過する材料からなることを特徴とする立体画像形成シート。
【請求項７】
　第１基材と、
　前記第１基材上に積層された第２基材と、
　前記第１基材と前記第２基材の間に２次元パターンとして形成され、吸収した光を熱に
変換して放出する光熱変換層と、
　前記第２基材上に形成された、所定の温度以上の熱が加えられることにより膨張する熱
膨張層と、を備え、
　前記光熱変換層は、当該光熱変換層が放出する熱により前記熱膨張層を膨張させること
で、前記熱膨張層の表面を前記２次元パターンに対応させて隆起させることが可能なよう
に、前記第２基材を介して前記熱膨張層に被覆され、
　前記第１基材は前記光を透過する材料からなることを特徴とする立体画像形成シート。
【請求項８】
　前記第１基材と前記第２基材の間に、接着層をさらに備える請求項６または請求項７に
記載の立体画像形成シート。
【請求項９】
　前記熱膨張層に画像が描画されている請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載の
立体画像形成シート。
【請求項１０】
　表面に凹凸を有する立体画像の製造方法であって、
　基材の一面側上に光熱変換層を形成する光熱変換層印刷工程と、
　前記光熱変換層を被覆する熱膨張層を形成する熱膨張層形成工程と、
　光を照射して前記光熱変換層に到達させて、前記光熱変換層を形成された領域において
前記熱膨張層を膨張させる光照射工程と、を順に行うことを特徴とする立体画像の製造方
法。
【請求項１１】
　前記光熱変換層印刷工程の前に、前記基材の前記一面側に下地熱膨張層を形成する下地
熱膨張層形成工程をさらに行い、
　前記光熱変換層印刷工程において、前記下地熱膨張層に前記光熱変換層を形成する請求
項１０に記載の立体画像の製造方法。
【請求項１２】
　表面に凹凸を有する立体画像の製造方法であって、
　第１基材または第２基材の一面側に光熱変換層を形成する光熱変換層印刷工程と、
　前記第２基材の他面側に熱膨張層を形成する熱膨張層形成工程と、を順不同で行った後
に、
　前記第１基材の前記一面側と前記第２基材の前記一面側とを貼り合わせる基材積層工程
と、
　光を照射して前記光熱変換層に到達させて、前記光熱変換層を形成された領域において
前記熱膨張層を膨張させる光照射工程と、を順に行うことを特徴とする立体画像の製造方
法。
【請求項１３】
　前記熱膨張層形成工程よりも後に、前記熱膨張層に画像を描画する画像印刷工程をさら
に行う請求項１０ないし請求項１２のいずれか一項に記載の立体画像の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明に係る立体画像形成シートは、基材上に２次元パター
ンとして形成されて吸収した光を熱に変換して放出する光熱変換層と、所定の温度以上の
熱が加えられることにより膨張する熱膨張層と、を備え、前記光熱変換層が、前記熱膨張
層に被覆されるように、前記熱膨張層内の所定の位置に形成されている構成とする。本発
明に係る立体画像形成シートはさらに、前記光熱変換層が、当該光熱変換層が放出する熱
により前記熱膨張層を膨張させることで、前記熱膨張層の表面を前記２次元パターンに対
応させて隆起させることが可能なように、前記熱膨張層に被覆されている。


	header
	written-amendment

